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要　約

岐路に立つ欧州統合
～ＥＵのメリットとデメリットの
　再検証が求められる～

山崎 加津子

欧州を焦土と化した全面戦争の再発を回避するために、旧西ドイツ、フ

ランスなど欧州の６カ国が石炭と鉄鉱石という資源の共同管理で合意した

のは 1950 年代初めのことである。その後、この結びつきは欧州経済共同

体（ＥＥＣ）、欧州共同体（ＥＣ）を経て欧州連合（ＥＵ）へと発展し、共

通農業政策、関税同盟、域内市場の統合、共通通貨ユーロの導入へと統合

深化の道を進んできた。また加盟国は 28 カ国に拡大した。

しかしながら、ここ数年のＥＵは金融危機、ユーロ圏債務危機、難民急

増など様々な問題に直面し、その中で欧州の総意と思われてきた「欧州統

合の深化」という理念が揺らいでいるように見受けられる。緊縮財政に対

する不満、移民や難民受け入れへの反発など理由は様々だが、ＥＵの政策

に異を唱える政治勢力が各国で台頭している。そして、英国ではこの６月

にＥＵからの離脱の是非を問う国民投票の実施が決まった。

なぜ今、反ＥＵやＥＵからの離脱を求める声が高まっているのか、ＥＵ

はどこへ向かおうとしているのか、ＥＵが解決を迫られている具体的な問

題を検証し、その課題を明確にしたい。

１章 欧州統合の経緯

２章 ＥＵ分裂を懸念させる様々な火種

３章 不満や不信を高めた原因

４章 ＥＵはどこへ向かうのか

世界経済のリスクと展望特　集
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１章　欧州統合の経緯
１．60年以上にわたる統合の深化と拡大

欧州諸国が「統合推進」に着手してから既に

60 年以上が経過している。しかし、それ以前の

欧州は統合とはまるで正反対の状況にあった。

19 世紀後半から 20 世紀前半にかけて、普仏戦争、

第一次世界大戦、第二次世界大戦と欧州が舞台と

なった大きな戦争が繰り返されていたのである。

とりわけ二度の大戦は一般市民をも巻き込んだ全

面戦争であり、欧州全土が甚大な被害を受けた。

この一世紀弱の間で世界の覇権国の地位は英国か

ら米国に移り、ロシア帝国を打倒したソビエト連

邦が誕生した。第二次世界大戦後の欧州はこの米

国とソ連という二大国の中間に置かれたが、米ソ

の関係は第二次世界大戦後、さほど時をおかずに

悪化の一途をたどった。米ソという二大国の狭間

で埋没せず、また、欧州を舞台にした全面戦争の

再発を回避するために、欧州が選択した新たな道

はドイツ（当時は西ドイツ）を内包した同盟関係

を構築することであった。

その第一歩として、1951 年に西ドイツ、フラ

ンス、イタリア、ベネルクス三国の計６カ国が石

炭と鉄鉱石という資源の共同管理にあたる欧州石

炭鉄鋼共同体（ＥＣＳＣ）設立で合意し、その後、

57 年には欧州経済共同体（ＥＥＣ）と欧州原子

力共同体（ＥＵＲＡＴＯＭ）設立を取り決めたロー

マ条約が調印された。翌 58 年に発足したＥＥＣ

の下で共通農業政策が導入され、また関税同盟が

実現した。67 年にはＥＥＣ、ＥＣＳＣ、ＥＵＲ

ＡＴＯＭを統合した欧州共同体（ＥＣ）が設立さ

れた。70 年代の二度のオイルショックとアジア

諸国の台頭を背景に欧州経済の停滞が鮮明となっ

た 80 年代には、域内市場統合による経済活性化

策が採用され、様々な非関税障壁の撤廃を通じて

より効率的な単一市場の構築が進められた。92

年に調印されたマーストリヒト条約では、ＥＣを

欧州連合（ＥＵ）へと発展させ、通貨統合や政治

統合など欧州の統合を一段と深化させる方針が採

用された。そして、99 年に共通通貨ユーロの導

入と欧州中央銀行（ＥＣＢ）の設立が実現した。

欧州統合はこのような「深化」に加えて、加盟

国の増加という「拡大」が同時進行しており、当

初の６カ国から 2016 年現在で 28 カ国に拡大し

ている。

２．統合深化に逆行する動き

ただし、最近 10 年余りに焦点を絞ると、ＥＵ

内では統合の深化・拡大の一方で、ＥＵに対する

反発や懐疑が高まり、ＥＵ離脱を模索する動きも

目立つようになってきた。そもそも経済・金融分

野に限定した緩やかな統合を望む英国は、通貨同

盟や政治同盟に踏み込んだＥＵの統合深化に対し

ては一貫して批判的な立場をとってきたが、そ

の英国にとっては 2004 年以降、新たに加盟国と

なった東欧諸国からの移民が急増したことも大き

な悩みの種となっている。また、ギリシャ財政悪

化を発端としたユーロ圏債務危機への対応策とし

て、ＥＵが加盟各国に厳しい財政緊縮を迫ると、

これに反発する政治勢力が各国で急速に台頭し

てきた。2015 年にはギリシャの総選挙で急進左

派連合（ＳＹＲＩＺＡ）が政権奪取に成功し、ス

ペインの総選挙では同じく左派のＰＯＤＥＭＯＳ

が第３党に躍進して従来の二大政党制を打ち崩し

た。これに加えて、昨今のシリア等からの難民急

増問題は、地政学的なリスクが高まり、テロが警

戒される状況下で起きたこともあって、ＥＵが取

り決めた難民受け入れ分担の断固阻止を主張する
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政治勢力の台頭を招いている。フランス国民戦線

（ＦＮ）、英国独立党（ＵＫＩＰ）に加えて、ドイ

ツのもう一つの選択肢（ＡｆＤ）もじわじわと支

持率を伸ばしてきている。

これらＥＵ統合に逆行する動きを象徴するもの

として、英国でこの６月 23 日にＥＵ加盟継続の

是非を問う国民投票の実施が決定された。

２章　ＥＵ分裂を懸念させる様々
な火種

１．英国の国民投票

１）保守党の選挙公約
英国ではＥＵからの移民が 2004 年以降、急増

していることへの不満や、ユーロ圏債務危機に絡

んだ財政負担を分担させられることへの懸念など

から、英国はＥＵ離脱を選択するべきと主張する

ＵＫＩＰがここ数年で目覚ましく支持を伸ばして

きた。保守党と労働党という二大政党のうち、支

持者層がＵＫＩＰと競合し、また党内に根強いＥ

Ｕ懐疑派グループが存在する保守党にとって、こ

の動きはより大きな脅威となった。支持者層を切

り崩されただけでなく、ＵＫＩＰにくら替えする

保守党議員が出たのである。このため保守党は自

党の分裂を回避し、またＥＵに懐疑的な国民の支

持をつなぎ留めて政権維持を図ろうと、2015 年

５月の総選挙の選挙公約にＥＵ加盟継続の是非を

問う国民投票を 2017 年末までに実施することを

掲げた。この選挙公約がどこまで国民の支持を得

たかは必ずしも明確ではないが、二期連続の連立

政権になるとの事前予想を覆して、保守党の単独

政権が誕生した。

２）ＥＵ残留を勝ち取るためのキャメロン首
相の作戦

実際のところ、保守党のキャメロン首相自身は

ＥＵ残留こそが英国の利益に適うとの考えであ

り、国民投票では是が非でも「ＥＵ残留」の結果

を得ようとしている。キャメロン首相の作戦は、

まずＥＵに対して英国との関係改善のための改革

を要求し、それを「成果」として国民投票で残留

支持を勝ち取るというものである。２月のＥＵ首

脳会議で英国が要求した改革案が大筋で承認され

たことを受けて、キャメロン首相は６月 23 日の

国民投票実施を正式に決定した。英国が得た「成

果」とは、規制緩和を通じたＥＵ市場の競争力向

上、ユーロ圏に加入していない英国がユーロ圏諸

国に対して不利に扱われない保証、ユーロ圏で問

題が生じた際に英国が財政負担を求められない保

証、ＥＵの決定に対して英国議会が異議申し立て

をできる権利の確認などである。なお、移民流入

規制策として英国が求めてきた「ＥＵからの移民

が英国の社会保障制度の対象となるまでに４年間

の猶予期間を設ける」との措置は、ＥＵからの移

民急増が英国の社会保障財政を大きく圧迫した場

合の緊急措置として最長７年間導入が認められる

ことになった。さらに、英国はＥＵが基本理念と

して掲げる「欧州の統合深化」に必ずしも参加し

なくてよいことも確認された。

これらのうち一部は現状追認であり、また、社

会保障制度の適用制限には英国案に対して「緊急

措置、かつ一時的な措置」との制限が加えられ

た。とはいえ、これまでもＥＵ内で自国の利益を

優先させ、特別扱いを「ごり押し」してきた英国

のやり方が再びまかり通ったようにも見受けられ

る。英国のわがままをなぜＥＵ側が受け入れたの

かといえば、英国が経済規模、金融市場規模、さ
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らには安全保障面でも重要な構成国の一つである

ためであろう。また、とりわけ難民問題という大

きな火種を抱え、ＥＵ内で不協和音が目立つこの

タイミングで、英国のＥＵ離脱を促すような対応

によってＥＵ分裂を決定的なものとはしたくない

との計算も働いたと考えられる。

３）国民投票の見通し
国民投票でＥＵ残留とＥＵ離脱のどちらが選択

されるのか、ここまでの世論調査では両者が拮抗

している。国民投票の日程決定直後には、保守党

内のＥＵ懐疑派が即座にＥＵ離脱を選択するべき

と気勢を上げ、キャメロン首相の後釜を狙ってい

るとの噂もあるロンドン市長がＥＵ離脱支持を表

明するなど、ＥＵ離脱派のパフォーマンスが目

立った。もっとも、保守党、労働党の双方にＥＵ

残留支持派ももちろん存在する。また、下院で第

３党のスコットランド国民党（ＳＮＰ）は明確に

ＥＵ残留を支持しており、万が一国民投票でＥＵ

離脱が選択された場合には、改めて英国からの独

立を目指すとしている。

産業界や金融業界は、英国がＥＵの一員でなく

なった場合、関税同盟の外に置かれることや、金

融サービス業の単一パスポート制度（例えば銀行

が他のＥＵ加盟国で改めて銀行の免許を取得する

ことなく営業できる制度）を利用できなくなるこ

とで、輸出競争力の低下、外国資本の流出、国内

の産業空洞化などが懸念されるとして、ＥＵ離脱

反対派が主流である。国民投票の日程が確定した

ことを受けて、ＥＵ残留派からＥＵを離脱した場

合のリスクが様々に説明され、ＥＵ残留支持に向

けたキャンペーンが活発化してきた。

一方、ＥＵ離脱派の描く英国の未来像は自分た

ちに都合の良い楽観論が目立つ。例えば、ＥＵを

離脱しても、ノルウェーやスイスのようにＥＵと

の関税同盟を結べばよいとの主張は、この両国が

ＥＵ国民の自由な往来を認めている事実を無視し

ている。また、カナダのようにＥＵとＦＴＡ（自

由貿易協定）を改めて締結することは可能だが、

その協議には長い時間がかかると予想される。Ｅ

図表１　英国のＥＵ離脱派、ＥＵ残留派それぞれの主張
ＥＵ離脱派 ＥＵ残留派

・英国の主権を取り戻す（特に安全保障、移民政策、
金融政策）

・ＥＵ単一市場の中にいることが英国のメリット
（ＥＵは最大の貿易相手）

・ノルウェーやスイスのようにＥＵ外で、ＥＵと関
税同盟を結んでいる国はあり、英国もそうすれば
よい

・ＥＵと改めて関税協定を結ぶことは可能かもし
れないが、相当の時間を要する

・国際金融センターとしてのロンドンの地位は、Ｅ
Ｕを離脱しても維持される

・「ＥＵ内の英語圏」ということで直接投資や優
秀な人材を英国に引き寄せることができている

・ＥＵからの移民を阻止できる ・ＥＵからの移民を阻止できない可能性がある
・ＥＵに対する拠出金負担がなくなる ・ＥＵという後ろ盾がなければ、世界の中で発言

権は低下
・結局はＥＵの諸規制を受け入れざるを得ない

が、ＥＵ規制の策定過程に関与できないのは不
利

・スコットランド独立運動が再燃するリスクが高
い

（出所）各種報道などから大和総研作成
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Ｕ残留派がＥＵ離脱に伴う経済的なリスクについ

て丁寧に説明してゆけば、残留派が勝利すると予

想される。

ただ、いささか気がかりなのは、ＥＵ離脱を支

持している人々が「ＥＵの高級官僚や英国のエ

リートの言うことには耳を貸さない」と、かたく

なな姿勢に陥っているのではないかということで

ある。既成政党や既成権力に対する国民の不信感

や反発の高まりは、後述する通り、ここ数年、英

国のみならず欧州各国で共通してみられる。加え

て、2015 年 11 月のパリに続き、この３月には

ブリュッセルで連続爆破テロがあり、その双方の

実行犯に欧州に定住したイスラム系移民が含ま

れていた。テロに対する恐怖心が、ＥＵからの移

民阻止を訴えるＥＵ離脱派を勢いづける懸念があ

る。

２．難民急増問題

１）ＥＵへの難民申請者は 2015 年に倍増
ＥＵの結束を揺るがしている喫緊の問題は、難

民急増問題である。ＥＵへの難民申請者数は、北

アフリカから中東にかけて民主化運動が盛り上

がった「アラブの春」が挫折する中で、2012 年

27.8 万人、2013 年 37.3 万人、2014 年 56.3 万

人と増加傾向にあったが、2015 年は 125.6 万人

と一気に倍増した。特に多いのがシリアからの難

民で、2015 年は全体の 29％を占めた。次いで

アフガニスタン、イラクからの難民が多く、この

三カ国で 2015 年は全体の 53％を占めている。

なお、難民とは国籍国では迫害や生命の危機が

あるなどの理由で、国連が定める難民条約で保護

の対象と認められる者のことを言う。難民条約は

図表２　急増したＥＵへの難民申請者数

（出所）Eurostatデータから大和総研作成
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もともと第二次世界大戦で故国を失った人々を念

頭において制定されたが、その後、保護の対象が

拡大された。1990 年代には旧ユーゴスラビアの

解体を招いた内戦を逃れた大勢の人々がＥＵで難

民申請を行った。

2015 年にシリアから欧州を目指す難民が急増

した背景には、複数の要因が絡んでいる。まず、

シリアにおける内戦が、アサド政権、反体制派に

「イスラム国」（ＩＳ）が加わった三つ巴の戦闘と

なり、内戦終息の見通しが一段と不透明になった

ことである。内戦を逃れた多くのシリア人が、レ

バノン、ヨルダン、トルコといった近隣国の収容

施設に身を寄せているが、シリア内戦が長期化す

る中で難民に対する国際的な支援が縮小されてし

まった。加えて、これらの近隣諸国は自国の失業

率上昇を懸念して、原則としてシリア人に就職を

認めていない。また、就学もなかなか叶わないた

め、内戦が長期化する中でシリア難民は何らかの

図表３　ＥＵ各国への難民申請者数（2015年）

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

ハ
ン
ガ
リ
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

オ
ー
ス
ト
リ
ア

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ド
イ
ツ

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

マ
ル
タ

デ
ン
マ
ー
ク

ベ
ル
ギ
ー

ブ
ル
ガ
リ
ア

オ
ラ
ン
ダ

キ
プ
ロ
ス EU

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

ギ
リ
シ
ャ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

英
国

ス
ペ
イ
ン

ポ
ー
ラ
ン
ド

エ
ス
ト
ニ
ア

ラ
ト
ビ
ア

ス
ロ
ベ
ニ
ア

チ
ェ
コ

リ
ト
ア
ニ
ア

ポ
ル
ト
ガ
ル

ル
ー
マ
ニ
ア

ス
ロ
バ
キ
ア

ク
ロ
ア
チ
ア

（出所）Eurostatデータから大和総研作成

人口対比

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

ド
イ
ツ

ハ
ン
ガ
リ
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

オ
ー
ス
ト
リ
ア

イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー
英
国

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

デ
ン
マ
ー
ク

ブ
ル
ガ
リ
ア

ス
ペ
イ
ン

ギ
リ
シ
ャ

ポ
ー
ラ
ン
ド

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

キ
プ
ロ
ス

マ
ル
タ

チ
ェ
コ

ル
ー
マ
ニ
ア

ポ
ル
ト
ガ
ル

ラ
ト
ビ
ア

リ
ト
ア
ニ
ア

ス
ロ
バ
キ
ア

ス
ロ
ベ
ニ
ア

エ
ス
ト
ニ
ア

ク
ロ
ア
チ
ア

難民申請者数（千人）

（％）



48 大和総研調査季報　2016 年 春季号 Vol.22

方法で事態打開を図ることを迫られた。先んじて

欧州に移った親類や知り合いから、欧州で難民認

定されれば就職や就学が可能との情報を得て、欧

州を目指すことを決めた難民が少なくない。

ところで、2014 年まで中東やアフリカから欧

州を目指す難民や不法移民は地中海を渡ってスペ

イン、イタリア、マルタを目指すケースが多かっ

たが、取り締まりが強化されたことに加え、そも

そも海難事故が多かったことで、このルートの利

用は減少した。一方、2015 年に急増したのが、

トルコからエーゲ海を渡ってギリシャに行き、バ

ルカン半島を縦断してハンガリー経由でドイツ、

オーストリア、スウェーデンなどを目指すルート

である。このルートは大半が陸路であるため地中

海を船で渡るよりはまだ安全であり、また、本来

はＥＵの難民政策方針に則って難民申請を受け付

ける義務があるギリシャが、財政難を理由に難民

の自国通過を黙認したため、利用者が急増した。

ＥＵの難民政策方針とは「ダブリン規則」とも

呼ばれ、難民申請は当該者が最初に入国したＥＵ

加盟国に限定されるとのルールで、その後に他の

ＥＵ加盟国で難民申請しても最初に入国した国に

戻されることが原則である。しかしながら、難民

認定審査をしたくない（できない）ギリシャと、

ギリシャで難民申請をしたくない難民との利害が

一致したのである。

2015 年夏には、ギリシャを通過した難民がハ

ンガリーに殺到した。ハンガリーはＥＵ加盟国で

はないセルビアとの国境にフェンスを設置し、難

民流入の阻止を図ったが、実効性は高くなかった。

難民流入阻止を図る政府と、ハンガリーでは難民

申請をしたくない難民とのにらみ合いが膠着状態

に陥る中、ドイツのメルケル首相は 2015 年８月

末に「シリアからの難民は、他のＥＵ加盟国を経

由してドイツに来たとしても、ダブリン規則に

従って最初に入国したＥＵ加盟国へ送還しない」

とシリア難民を「歓迎」した。メルケル首相がこ

のような方針を示したのは、長い旅路の末にたど

り着いたハンガリーで、行き場を失った難民の窮

地を救うべきとの世論に押されたためだが、この

決定がシリアからの難民が欧州を目指す流れに一

段と拍車をかけることになってしまった。

２）難航するＥＵの難民対策
難民急増に対してＥＵは、2015 年半ば以降、

①ＥＵ国境にあたるイタリア、ギリシャ、ハンガ

リーなどで国境監視の強化、②難民急増に直面し

ているこれらの国々にＥＵの難民受付センターを

設置、③ここで難民申請を済ませた 16 万人をＥ

Ｕ加盟国１に（経済規模や人口、失業率などに応

じて）公平に配分する方針を打ち出した。ところ

が、③に関しては、難民受け入れの実績がほとん

どない東欧諸国（ハンガリー、チェコ、スロバキア、

ルーマニア）が強く反対した。最終的に多数決

で押し切ったものの、ＥＵ内に亀裂を残す結果と

なった。その後、国境監視の強化や難民受付セン

ターの建設が進められているものの、欧州にやっ

てくる難民はシリア人を中心にさらに増加し、Ｅ

Ｕの対策は十分な成果をあげていない。

この事態を受けて、ＥＵはシリアからの難民抑

制に重点を置き、④シリアなどの紛争解消に向け

た外交努力の推進、⑤国連難民高等弁務官事務所

（ＵＮＨＣＲ）や食糧計画（ＷＦＰ）への追加拠出、

⑥シリアからの難民を多数受け入れているレバノ

―――――――――――――――
１）英国、デンマーク、アイルランドは除く。
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ン、ヨルダン、トルコなどへの援助拡大、そして

⑦トルコとの協力関係強化を通じた難民抑制に力

を入れてきている。

中でもトルコは 200 万人を超えるシリア難民

を受け入れている国であると同時に、欧州を目指

す難民の主要経由地となっている。このため、Ｅ

Ｕは 2015 年 11 月、2016 年３月とトルコとの

首脳会談を重ね、シリアからの難民抑制のために

以下のような交換条件で基本合意した。トルコ側

は、トルコにいるシリア難民の待遇改善（労働許

可の付与など）、欧州を目指す難民を斡旋するブ

ローカーの取り締まりに加え、2016 年３月 20

日より、トルコからギリシャ島嶼部に渡る非正規

移民全員の強制送還を受け入れることになった。

その見返りとしてＥＵ側は、送還された非正規移

民一人につきトルコにいるシリア難民一人をＥＵ

に定住させること、難民支援として 60 億ユーロ

の資金援助、トルコ側が要件を満たせば 2016 年

６月までにトルコ人がビザなしでＥＵへ渡航する

ことを可能にすること、トルコのＥＵ加盟交渉手

続きの加速化などを約束した。

ただし、トルコから渡航してきた「非正規移民」

とトルコにいる「合法難民」を交換することに関

しては、難民保護を定めた国際法に違反するとの

批判がＵＮＨＣＲや人権団体などから上がってい

る。もともとのねらいは、闇ブローカーに高額な

報酬を支払い、しかもゴムボートなどリスクの高

い方法で欧州を目指す非合法的な渡欧ルートを封

じることではあるが、実際問題としてこのような

「交換」が可能なのかどうか、実効性にも大きな

疑問符がついている。

さらに、難民急増問題の解決をトルコに大きく

依存することに対する批判も少なくない。トルコ

を実質的に支配しているエルドアン大統領は、近

年、保守独裁的な色彩を強めている。また、メディ

アへの介入など、報道の自由の侵害も懸念されて

おり、ＥＵとトルコの関係はここ数年、疎遠になっ

ていた。難民急増問題の解決は緊急性の高い課題

ではあるが、それをトルコに依存するのは新たな

リスクを抱え込むことにならないかとの懸念の声

が聞かれる。

３）シェンゲン協定の有名無実化？
ＥＵ内の意見調整と対策の遂行に時間がかかる

一方、実際の難民流入のスピードは予想をはるか

に上回ったため、ＥＵ加盟各国は 2015 年夏以降、

それぞれに国境監視の強化、難民の受け入れ数の

制限など独自の対応を取るようになってしまって

いる。

ところで、ＥＵ統合の大きな成果とされるのが、

域内の人、モノ、カネ、サービスの自由な移動を

実現させ、ＥＵ単一市場を構築したことである。

これを一歩進めて、国境でのパスポートコント

ロールや、荷物のチェックなどの国境検査を廃止

したのが 1985 年にスタートしたシェンゲン協定

で、2016 年現在でＥＵ 28 カ国のうち 22 カ国に、

スイス、ノルウェーなどを加えた計 26 カ国が加

盟している。しかしながら、不法に国境を越える

難民が急増したことで、国境検査の再導入を余儀

なくされる国が相次いでいる。

シェンゲン協定加盟国で、国境検査の再導入を

最初に決めたのは実はドイツであった。ダブリン

規則の適用を一時停止してシリア難民を受け入れ

ると表明したドイツには、2015 年９月初めから

一日当たり最大で１万人を超える難民申請者が殺

到し、受け入れ態勢が追い付かなくなったのであ

る。このため、ドイツは９月 13 日にオーストリ

アとの国境で入国審査を再導入すると発表した
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が、この決定を受けて、オーストリアとチェコが

即座に追随した。さらに、この余波で難民が滞留

することになってしまったスロベニア、クロアチ

アなどバルカン半島の国々も相次いで国境沿いに

フェンスなどを建設し、難民の流入を大きく制限

する動きとなった。10 月半ばには、ＥＵ加盟国

中で人口比で見た場合に最大の難民を受け入れて

きたスウェーデンが難民受け入れ基準の厳格化を

決め、11 月半ばには国境検査の再導入を決めた。

さらに 11 月下旬には、同国はこれ以上の難民受

け入れは不可能とＥＵに通告した。

難民受け入れに「寛容」とされるメルケル首相

のドイツでも、難民認定基準の厳格化などの改革

は 2015 年９月と 2016 年１月の２度にわたって

行われている。オーストリアのように受け入れ難

民数の上限を設定することは、メルケル首相の反

対で実現してはいないが、どうすれば急激な難民

流入を抑制できるかはドイツにとっても大きな課

題となっている。

各国それぞれにやむにやまれぬ事情からとはい

え、ＥＵの基本理念である加盟国間の人やモノの

自由な移動が現在は制限されてしまっている。特

に、シェンゲン協定を締結した国々では国境にお

けるパスポートコントロールや、荷物のチェック

が再開されたことで、これまで自由に国境を行き

来していた人やモノの流れが滞り、効率性向上と

いう果実を失うことになるとの懸念が高まりつつ

ある。しかも、シェンゲン協定が認めている国境

検査の一時的な再導入は最長６カ月で、その期限

が近づいてきているのだが、難民流入抑制の成果

が上がらない状況下で、これを最長２年に伸ばす

手続きが進行中である。欧州委員会は３月初めに、

2016 年末までにシェンゲン協定エリア内の国境

検査の全廃を目指すと発表したが、そのためには

ＥＵ国境の監視強化という課題を着実に実現する

必要がある。欧州を標的にしたテロが相次ぎ、テ

ロ対策としても国境管理の重要性が擁護されやす

い環境にある中、国境管理が一時的な措置ではな

く、事実上、恒常的な措置となってしまうことが

懸念される。

３．各国で反ＥＵを掲げる政党が台頭

最近 10 年余りのＥＵを振り返ると、反ＥＵを

掲げる政治勢力の台頭が特徴の一つとして浮かび

上がってくる。これらの政治勢力はＥＵの政策に

反対するという共通項目を除けば、政治的な立場

は右から左まで様々で、また既に 40 年以上のキャ

リアがある政党から、ここ２、３年で結成された

若い政治勢力もある。

１）英国
ＵＫＩＰはＥＵが通貨統合を目指していた

1990 年代初めに誕生した。ＥＵ統合に懐疑的

で、英国はＥＵから離脱して完全な主権を回復す

るべきと主張し、その政治的な立ち位置は右派の

ポピュリスト党と位置付けられている。ユーロ圏

債務危機でＥＵ加盟のメリットが疑問視されたこ

とが追い風となり、2014 年の欧州議会選挙では

英国の第１党に躍進して 24 議席を獲得した。そ

の勢いを駆って 2015 年５月の英国下院選挙に臨

み、保守党の脅威になるともみられたが、こちら

は小選挙区制の壁に阻まれ、わずか１議席の獲得

にとどまった。

２）フランス
ＦＮは 1972 年に設立され、マリー・ルペン初

代党首の下ではＥＵに対して懐疑的であることに

加え、移民排斥や反ユダヤ主義を掲げる極右政党
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と位置付けられていた。しかしながら、二代目党

首のマリーヌ・ルペン氏の下で反ユダヤ主義の色

彩を薄め、右派のポピュリスト党としての位置付

けに代わる中で、やはり 2014 年の欧州議会選挙

でフランスの第１党に躍進し、23 議席を獲得し

た。オランド大統領が率いる社会党の支持率が低

迷する中で、2017 年の大統領選挙の決選投票に

ＦＮの候補が進むのではないかと予想されてい

る。

３）ドイツ
ＡｆＤは結成されてまだ３年の新しい政党であ

る。当初はＥＵによるギリシャ救済を不服として

既成政党を飛び出した議員たちが中心となり、Ｅ

Ｕ離脱やドイツ・マルクの復活を掲げていた。た

だし、途中からイスラム系移民の流入に反対する

市民運動の Pegida と接近し、メルケル首相の難

民受け入れ政策に不満を持つ人々の受け皿となっ

て、特に旧東独で支持を伸ばしている。まだ国政

選挙は経験していないが、ドイツの 16 州のうち

既に８つの州議会で議席を獲得しており、2017

年のドイツ連邦議会選挙でも第３党に躍進するの

ではないかと予想されている。

４）北欧
フィンランドでは 2015 年４月の総選挙で、Ｅ

Ｕ懐疑派で、ＥＵのギリシャ支援に反対するフィ

ン人党が第２党に躍進し、第１党に返り咲いた中

道の中央党、穏健保守の国民連合と共に連立政権

を樹立した。フィン人党のソイニ党首は外相に就

任している。フィン人党はフィンランドのＥＵ離

脱を主張しているわけではないものの、ＥＵが
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12 万人の難民申請者の受け入れ分担を決議した

９月の内相理事会の決議で、フィンランドは棄権

した。

デンマークでは 2015 年６月の総選挙で、移民

排斥を訴え、移動の自由を原則とするＥＵに反対

する右派のデンマーク国民党が第２党に躍進し

た。国民党は政権には加わらなかったが、同党が

閣外協力を約束した中道右派の自由党が少数与

党政権を樹立した。2015 年 12 月の国民投票で、

デンマークは司法と内政に関して引き続きＥＵ

の方針から距離を置くことを選択した。この選択

を受けてデンマーク警察はＥＵの警察組織である

Europol を脱退し、新たに協力関係を結ぶことが

必要になった。

５）東欧
難民急増の最前線に立つことになったハンガ

リーに加えて、チェコ、スロバキア、ルーマニア

はＥＵの難民申請者の受け入れ分担に強く反対し

ている。これらの国々はＥＵの一員ではあるもの

の、外国人比率は低く、特にイスラム教徒はほと

んど居住していない。宗教や文化の異なる人々

を受け入れることに対して、他のＥＵ諸国よりも

ハードルが高いことは確かである。

東欧で最大の経済規模と人口を持つポーランド

は、トゥスクＥＵ大統領の出身母体でもある中

道の市民プラットフォーム主導の政権が、ＥＵ

の難民政策を基本的に支持してきた。ところが、

2015 年 10 月の総選挙で難民問題が争点の一つ

となり、ＥＵの政策を批判する右派の「法と正義

（ＰｉＳ）」が勝利して、政権を奪還した。これに

より、東欧諸国は、難民政策に関しては反ＥＵ一

色となった。

ただし、東欧諸国はＥＵ加盟により、単一市場

への自由なアクセスというメリットを得ただけで

なく、ＥＵ予算から「構造調整基金」など経済活

性化のための予算を受け取ることも可能となっ

た。さらに、旧ソ連圏に組み込まれていた東欧諸

国にとって、ＥＵとＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）

への加盟は明確に西側陣営の一員として認められ

るという重要な意味を持っている。このため、東

欧諸国にとってＥＵ離脱は選択肢ではなく、英国

のＵＫＩＰやフランスのＦＮとは一線を画してい

ると考えられる。

６）南欧
難民問題が反ＥＵ勢力の台頭の大きな原因で、

右傾化が特徴となっている東欧や北欧と異なり、

南欧諸国では左派の新勢力の台頭が目立つ。これ

は、南欧諸国がユーロ圏債務危機で特に大きな打

撃を受けたこと、ＥＵが指導して各国政府が実行

した緊縮財政政策に対する強い反発が蓄積されて

いたことが背景にある。この不満の受け皿に、左

派の新政党がなっているのである。

ギリシャのＳＹＲＩＺＡは 2015 年１月の総選

挙で第１党となって初めての政権を樹立し、その

後、曲折はあったものの、９月の総選挙で再選さ

れた。イタリアではやはり左派の五つ星運動が、

世論調査でレンツィ首相の民主党に迫る支持を得

ている。スペインでは 2015 年 12 月の総選挙で

二つの新党が議席を獲得したが、その一つが左派

のＰＯＤＥＭＯＳである。ポルトガルでは 2015

年 10 月の総選挙で中道右派の社会民主党（ＰＳ

Ｄ）が第１党となったにもかかわらず、社会党を

中心とする左派連合の連立政権が誕生した。



53

岐路に立つ欧州統合

３章　不満や不信を高めた原因
１．三つの問題点

以上みてきたように、ＥＵ加盟各国でＥＵへの

不満や不信が高まっており、ＥＵに対して懐疑的

な主張をする政治勢力はもとより、ＥＵを否定す

る政治勢力への支持も高まる傾向がみられる。こ

の背景には、それぞれの国に固有な事情もあるが、

共通する問題点が三点あると考えられる。

１）難民問題への対応
一点目の問題点は、急増する難民にＥＵとして

適切な対応ができていないことである。「適切な

対応」とは、難民流入反対を主張する人々にとっ

てはもちろん難民流入阻止である。ただし、ＥＵ

では国際法で保護が認められる難民に関しては、

適切な保護の対象とするべきとの考え方も少なく

ない。とはいえ、2015 年夏以降の現状は、難民

が一度に大量に押し寄せて受け入れ側の能力をは

るかに超えてしまっている。この事態は、反難民

派のみならず、難民受け入れに賛成している人々

にとっても大きなストレスとなり、ＥＵの難民問

題への対応に関する強い不満の原因となってい

る。

２）ＥＵが主導した緊縮財政政策
二点目の問題点は、ユーロ圏債務危機への対応

策として採用された緊縮財政政策である。2009

年末に発覚したギリシャの過大な財政赤字問題

が、ユーロ圏の金融システム不安へと飛び火し、

さらに複数のユーロ圏加盟国の財政懸念をも招い

てしまった。ユーロ圏では財政健全化を最優先の

政策課題と定め、とりわけ財政懸念が大きく、国

債利回りの急上昇に直面したギリシャ、ポルトガ

ル、アイルランド、スペイン、イタリアが厳しい

財政緊縮政策の実行を余儀なくされた。その後、

これらの国々では財政赤字が縮小傾向をたどり、

国債利回りも危機前の水準を下回っている（ギリ

シャを除く）。しかしながら、景気後退局面での

歳出削減（公務員給与の削減、年金の削減など）

と増税を敢行した各国の経済状況は大幅に悪化し

た。そしてこの緊縮財政政策を「押し付けた」Ｅ

Ｕに対する不満が高まっているのである。他方で、

危機に見舞われた加盟国に対するＥＵの支援の在

り方を巡っても、賛否がある。特にいまだ終わり

の見えないギリシャに対する支援については、Ｅ

Ｕからの離脱を主張する人々にとって、大きな動

機の一つになっている。

３）景気停滞
三点目の問題点は、二点目とも関連するが、ユー

ロ圏景気が 2013 年に底打ちしたものの、その後

の回復ペースは緩やかなものにとどまってしまっ

ていることである。中でも失業率は、ユーロ圏で

見てピークの 12.2％から 10.3％へ低下してきて

はいるが、危機前の水準である７％台を回復する

までにはまだ長い時間を要すると考えられる。ま

た、若年層の失業率は全体の失業率よりも高いこ

とが通例だが、足元で 20％を超える高水準にあ

る。失業率は国ごとの差が大きいが、過去最低水

準にあるドイツは例外として、フランス、イタリ

アでもまだ高止まりしている。「人口高齢化で労

働力不足が今後問題になる欧州において、移民や

難民の流入は欧州社会への統合をうまく進められ

れば貴重な労働力となり、経済活性化に貢献する」

と説明されても、その前にまず自分の職が心配と

いう人々が少なからず存在し、ＥＵや既成政党の

政治を批判的にみているのである。
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２．構造的な問題

１）危機感の後退
ＥＵに対して懐疑的、批判的な意見が増えてい

る背景には、以上の直接的な原因に加えて「構造

的」とでもいうべき問題点があと二つあると考え

られる。

一点目は、金融システム崩壊、国家財政破綻、

景気後退などに対する危機感の後退である。金融

危機やユーロ圏債務危機が眼前にあった時は、危

機克服のためにはと一致団結し、またいざという

時にＥＵという大きな庇護の下にあることが良し

とされた。ところが、危機が遠のいてしまうと、

ＥＵによる「拘束」のわずらわしさが目につき、

また難民急増問題という、ＥＵの一員でなければ

われ関せずとしていられたかもしれない面倒な問

題に「巻き込まれている」との感が強くなってい

ると見受けられる。

２）世代交代
二点目は世代交代という問題である。ＥＵは

1950 年代以降、営々と構築されてきたが、その

創設に関わり、直接立ち会った世代はとうに去り、

生まれた時からＥＵが存在していたという世代が

増えている。ＥＵのメリットである、人やモノの

自由な移動は当たり前のことで恩恵とは認識され

ない一方、新たに生じた問題（難民問題、債務危

機への対応など）は新たな厄介事として認識され

てしまうのである。

４章　ＥＵはどこへ向かうのか

ＥＵを巡る最近の議論は、英国の国民投票、難

民急増問題、反ＥＵを掲げる政治勢力の台頭と、

ＥＵ統合という方向性が 180 度回転してしまう

ことを懸念させるものばかりである。確かにＥＵ

の難民問題への対策はお世辞にもうまく進んでい

るとは言えない。急速かつ大量の難民流入に直面

して、短期的な対応策も、中長期的な方針も迷走

している印象が拭えない。とはいえ、欧州統合は

もう時代遅れ、労多くして益は少ない、ＥＵは不

要といった意見がＥＵで主流になっているわけで

は決してない。ＥＵの存在が当たり前になってい

る中で、これを維持するためのコスト負担にばか

り目がいっているのが現状と考えられる。

紆余曲折はあったものの、欧州統合は 60 年以

上にわたって継続されており、「欧州統合の推進」

や「人やモノの自由な移動」といったその基本的

な考え方を無批判に前提とする傾向が一方にあ

る。他方で、そのＥＵの在り方に疑問を持ち、反

発を感じる人々が増加傾向にある。これは、欧州

統合が一つの分岐点に差し掛かっていることを示

している。今、必要なのは、為政者や業界団体だ

けでなく、市民レベルでもＥＵのメリットとデメ

リットを改めて冷静に判断することである。その

判断に際しては、経済面、外交や安全保障面など

幅広い分野を含めて検証することが重要と考えら

れる。そして、この議論を経た上で、初めて欧州

統合が今後どのような方向に進むのかが見えてく

ることになるだろう。
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